
平
成
二
十
年
二
月
七
日
提
出

質

問

第

六

一

号

Ｉ
Ｌ
Ｏ
専
門
家
委
員
会
報
告
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

細

川

律

夫
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Ｉ
Ｌ
Ｏ
専
門
家
委
員
会
報
告
に
関
す
る
質
問
主
意
書

国
際
労
働
機
関
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）
の
条
約
及
び
勧
告
の
適
用
に
関
す
る
専
門
家
委
員
会
（
以
下
「
専
門
家
委
員
会
」
と
す
る
）

は
、
数
度
に
わ
た
り
、
日
本
が
第
二
次
世
界
大
戦
前
及
び
大
戦
中
に
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
二
九
号
条
約
（
強
制
労
働
に
関
す
る
条
約
）
に

違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
こ
と
を
報
告
し
日
本
政
府
に
説
明
を
求
め
て
き
た
が
、
政
府
は
そ
れ
に
対
し
必
ず
し
も
誠
実
な
対
応

を
し
て
き
た
と
は
思
え
な
い
。

一
方
、
違
反
行
為
と
さ
れ
た
な
か
で
、
戦
時
産
業
強
制
労
働
に
つ
い
て
は
、
昨
年
四
月
、
最
高
裁
判
所
に
お
い
て
中
国
人
の

強
制
労
働
に
つ
い
て
判
決
が
下
さ
れ
、
裁
判
請
求
権
そ
の
も
の
は
否
定
さ
れ
た
も
の
の
、
「
な
お
、
原
告
の
被
害
者
ら
の
被
っ

た
精
神
的
・
肉
体
的
苦
痛
が
極
め
て
大
き
か
っ
た
こ
と
、
西
松
建
設
は
中
国
人
労
働
者
ら
を
強
制
労
働
に
従
事
さ
せ
て
相
応
の

利
益
を
受
け
て
い
る
こ
と
な
ど
の
事
情
に
か
ん
が
み
る
と
、
西
松
建
設
を
含
む
関
係
者
に
お
い
て
、
そ
の
被
害
の
救
済
に
向
け

た
努
力
を
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
」
と
記
さ
れ
、
関
係
者
に
対
し
救
済
へ
の
努
力
が
促
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
な
か
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
専
門
家
委
員
会
の
報
告
が
こ
れ
ま
で
以
上
の
意
義
を
持
つ
こ
と
を
予
期
し
、
強
制
連
行
・
強
制
労

働
問
題
に
つ
い
て
真
の
解
決
を
望
む
立
場
か
ら
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

Ｉ
Ｌ
Ｏ
二
九
号
条
約
が
締
結
さ
れ
た
経
緯
、
及
び
そ
の
意
義
、
並
び
に
日
本
政
府
が
批
准
し
た
目
的
は
何
か
。

一



二

専
門
家
委
員
会
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
に
お
け
る
役
割
、
及
び
そ
の
年
次
報
告
の
意
義
は
何
か
。

三

過
去
に
日
本
が
Ｉ
Ｌ
Ｏ
二
九
号
条
約
に
関
し
て
、
専
門
家
委
員
会
報
告
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
年
次
及
び
事
案
を
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。

四

専
門
家
委
員
会
報
告
で
Ｉ
Ｌ
Ｏ
二
九
号
条
約
違
反
と
指
摘
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
判
断
は
国
際
法
上
ど
の
よ
う
な
意
味
を

持
つ
か
。
ま
た
、
批
准
国
は
い
か
な
る
行
動
を
と
る
べ
き
か
。

五

複
数
年
次
に
わ
た
り
同
一
事
案
に
つ
い
て
同
一
国
が
専
門
家
委
員
会
報
告
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
事
案
は
あ
る
か
。
あ
っ
た

と
す
れ
ば
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
で
ど
の
よ
う
な
取
り
扱
い
が
な
さ
れ
、
当
事
国
は
ど
う
行
動
し
た
か
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

六

労
働
組
合
か
ら
の
通
報
に
対
す
る
日
本
政
府
の
カ
ウ
ン
タ
ー
レ
ポ
ー
ト
は
情
報
公
開
の
対
象
と
な
る
の
か
。
公
開
対
象
か

ら
除
外
す
べ
き
と
考
え
る
場
合
、
そ
の
具
体
的
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


